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２　（論説）大阪控訴審　認定と補償をめぐる訴訟

　大阪で、水俣病認定と補償に関して、二つの訴訟が

闘われている。

　一つは、Ｆさんの認定を義務付ける訴訟である（水

俣病認定申請棄却処分取消等請求控訴事件）。現行の認定基

準である症状の組み合わせに依るのでなく、感覚障害

のみで水俣病と認定できるかが争点となっている。

２０１０年７月の一審判決では、ほぼＦさん側の主張が認

められ水俣病認定のあり方に関し画期的な判決となっ

た。

　すなわち、熊本県知事は、Ｆさんへの棄却処分を取

り消し、水俣病である旨を認定せよとするものであっ

た。なぜならＦさんの感覚障害は、社会通念に照らし

魚介類に蓄積されたメチル水銀の経口摂取によって招

来されたと認めるのが相当である。県側の主張する

１９７７年判断条件の医学的正当性を裏付ける的確な証

拠はないと断じられた。

　これまでの認定基準が否定されたわけだから、県に

とってことは重大である。予想されたように県側は控

訴し、現在控訴審が進行中である。

　控訴理由書で、県側は、判決は水俣病認定の特殊性

を無視しており、しかもＦさんの感覚障害は、変形性

脊椎症等の原因によるものと認められるから、県の認

定棄却処分は適法であると抗弁している。また、感覚

障害のみでは認定すべきでないと、７７年判断条件の正

当性を強調している。しかも感覚障害のみの被害者に

は総合対策事業等種々の救済策を講じてきている。し

たがって、水俣病認定においては、これまでの行政側

の対策との整合性が必要として、既成事実の追認的な

言い訳が展開されている。

　この７月の第４準備書面では、Ｆさんの疫学的根拠

を否定するため、「昭和３０年代は、摂食禁止及び漁獲

自粛の行政指導が徹底し、それに新聞報道などがあっ

たから、住民が汚染魚を大量に摂食したとは考えられ

ない」とし、したがって、Ｆさんが汚染魚を長期かつ

大量に摂食していたとの供述は信用できないと主張し

た。前段の一般論自体、裏付けのない主張であるが、

それをＦさんにも敷衍し、汚染魚の摂食を否定しよう

としている。

　これに対し、Ｆさん側は、この９月の口頭弁論で、

汚染魚の摂食は続いていたのであり、現に被害の拡大

防止を怠った行政の怠慢は関西訴訟などで厳しく非難

されていると反論した。

　なお、この時は、県側から審査会の判定を妥当とす

る３人の神経内科医の意見書が提出された。Ｆさんは

「メチル水銀中毒ではない」、「阪南中央病院の所見は

信頼できない」、「変形性頚頸椎症に伴う頚髄障害」、

「頸椎症、腰椎症髄膜種の後遺症に加えて原因不明の

末梢神経障害の合併」等々、いずれも水俣病ではない

と断じた意見書となっている。

　いま一つ、Ｉさんの「補償金請求控訴事件」は、５

月に控訴棄却の判決が出され、Ｉさん側は最高裁に上

告せざるを得なくなっている。

　Ｉさんは、１９７４年３月に認定を申請したが保留状態

が続いたため水俣病関西訴訟に参加、２００１年４月大阪

高裁判決で６５０万円の損害賠償が認められた。その後

２００７年８月になってようやく行政認定された。そこ

で、補償協定による１,６００万円をチッソに要求したが拒

否されたために、その適用を求めて提訴に及んだので

あるが、しかし１審に次いで２審でもチッソの主張が

取り入れられ要求は棄却された。

　理由は、チッソとＩさん間の損害賠償に係る争いは、

関西訴訟の判決で結着がついているからそれ以上の損

害賠償請求を行うことは法的に許されないとするもの

である。しかも、認定遅れでＩさんが不利になったこ

とは否めないが、ただ、そのことに関しチッソに何ら

かの責任があるとも認められないとしている。

　認定遅延という水俣病事件の特殊事情に論及はして

いるが、そのことを重く勘案せず、一般的な損害賠償

事件として形式的な判決がなされた。Ｉさんは自らに

責任がない理屈によって不利益を被っているわけだか

ら、今後さらに、認定制度のもつ問題性を具体的に裁

判所にわかってもらう努力が必要となろう。

　また、こうした状況に対し、熊本県は民事上の問題

として傍観しているが、その認定制度運用上に原因が

あってＩさんに不利益が生じたのだから、こうした患

者の立場に立ってチッソへの働きかけがあってしかる

べきと考える。

　関西訴訟で勝訴し、その後行政認定を得た被害者は

他にも存在しており、これらの人たちにも望ましい補

償体系が等しく適用されるような取り組みが要請され

ている。

《 論 説 》

大阪控訴審　認定と補償をめぐる訴訟

丸 山 定 巳社会福祉学部教授
（水俣学研究センター研究員）
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　３月１１日の東日本大震災とそれにつづく福島原発事

故のニュースは日本国内のみならず世界中を駆け巡っ

た。私たちのところにも、９月半ばに訪日し、水俣を

訪れるカナダ先住民、ここ数年私どもが公害調査に出

かけているタイのＮＧＯ、そのほかフランスや台湾な

ど私たちが関係を有している友人たちからも弔慰と連

帯の意を示すメールが届いていた。私たちが発信する

以前に、そして私たち以上に情報が行き届いていたよ

うだ。

　この震災被害と原発事故に際して、私たち水俣学の

創造と構築を目指す者はいかにふるまうべきなのか。

ともあれ現地に立ち、現場から学ぶこと、そして国際

的に発信すること、負の遺産としての水俣病の経験を

生かして学際的な調査研究に取り組むことであろう。

水俣学研究センターの研究調査計画も、この事態を受

けて変更がなされた。

　３月１６日から、宮北現地研究センター長および中地

研究員が、タイの公害調査に出かけたおり、日本から

の報告として原発事故について緊急報告している。

　４月に入ると、花田が東俊裕客員研究員（現在、内閣

府参与）と岩手、宮城、福島で、現状をつぶさに見て回

り、中地研究員も下旬に、震災地における有害物質の

処理についての予備的調査を始めた。確かに、熊本か

らは東北は地理的にも心理的にも遠いのだが、水俣学

を通して学んだことからできることをしていくという

スタート地点に立った。

　４月３０日には、水俣で患者互助会らの主催の講演会

で、原田先生および花田がそれぞれ水俣の現状につい

て報告を行い、その中で東北に起きていることをどう

考えるのかを示唆した。「水俣の教訓を福島へ」とい

うような水俣病の負の経験と原発事故とを単純に重ね

合わせることへの懐疑も表明した。

　水俣学研究センタ－では、何ができるかを運営委員

会で検討し、なにはともあれ福島で起きていることを

理解するための公開セミナーを実施することとし、荻

野晃也元京都大学原子核工学講師を招聘して５月１０日

水俣、１１日熊本学園大学で話を聞く機会を持った。こ

の講演会は、十分な宣伝期間がなかったにもかかわら

ず、両者あわせて２００名を超える参加を得て、成功裏

に終えることができた。

　６月には、改めて花田が東北を訪問し、震災と障害

者に関する聞き取りをして回った。下地研究員も岩手

県の精神科病院を訪問している。７月９－１０日には恒

例の天草環境会議（水俣学研究センター共催）を苓北町で

開催、「農・漁・食と東日本大震災」を共通テーマに、

中地研究員が「福島原発事故による深刻な放射能汚

染」、花田が「水俣病の負の経験と東日本大震災・福島

原発事故」報告、また山下一橋大学准教授が「東北大

震災：東京の消費者の視点で考える」を日本環境会議

の取り組みをベースに報告、さらに玄海原発および川

内原発の現地住民からの報告も受け、討論の機会を設

けた。さらに夏期休暇中にも宮北研究員らが現地調査

に出かけている。このようにして、水俣学研究セン

ターとしても、調査研究活動の計画を変更しながらで

きることをしてきた。

　ところで、「水俣病の経験を福島に活かす」という発

想は基本的に間違っているとは思わないが、安直にそ

う語ることは、問題を見誤るのではないかとおもう。

それはなにより、今回の原発事故と水俣病とを重ねわ

せることで、原発および核開発の本質と事故に固有な

問題をスルーしてしまう可能性があることが気にかか

るからだ。そしてまた、水俣から発信するとすれば、

否が応でもチッソの救済を果たす分社化や被害者救済

策そして和解、環境省主導の環境まちづくりなどの動

き、そして何より水俣病を取り巻く現状への評価が問

われることになる。その評価によって発信する内容も

大きくかわってくる。

　８月に、水俣・芦北公害研究サークルとの共催で水

俣市内において「水俣病を伝えるセミナー」を開催し

たのもそうした問題関心からであった。このセミナー

では、原田先生と坂本フジエさんに、水俣病事件史の

初期に何が起きていたのか、そして今日までどのよう

に水俣病に向き合ってきたのかを語っていただいた。

　忘れてはならないことを大切に、過去を踏まえて現

状を見据え、将来を展望するという姿勢を持ち続ける

こと、そしてさらに、水俣病発生の公式確認から５５年

を経た今、なお水俣病は終わっていないと主張し続け

ること、そうした視点から、水俣から福島を、あるい

は逆に福島から水俣を考えることができるのではない

かと考えている。

（論説）東日本大震災と福島原発事故～水俣学研究センターの活動と視点～　３

《 論 説 》

東日本大震災と福島原発事故～水俣学研究センターの活動と視点～

水俣学研究センター長　　　 花 田 昌 宣
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４　（客員研究員報告）ゴカイの研究から見えること

　水俣病が公式発見された１９５６（昭和３１）年、原爆投下
から１１年後の広島市で、私は生まれました。子どもの
頃は、被曝の傷跡がまだあちこちに残っていました。
幼稚園の先生の手のケロイド、市内の大通りの路面に
焼き付いたまま残っていた人の影、級友の親の「原爆
症」での死。その一方で、高度経済成長期のまっただ
中、すさまじい自然破壊が進行していました。私は、
子どもの頃から、小さな生き物が好きでしたが、愛し
てやまなかった野山も、メダカやゲンゴロウがたくさ
んいた小川も、生き物に満ちあふれた渚も、ことごと
く大人達に壊されてしまいました。それに対する恨み
のようなものが胸の奥に残っています。
　高校時代は生物部に入って、原生動物のゾウリムシ
やメダカの行動の実験などをやっていました。その後、
広島大学理学部生物学科に入り（その校舎は、爆心地近く
で倒壊を免れた美しいレンガ造りの建物でした）、卒業論文
では、宮島の渓流とその河口干潟に生息するカニ類の
分布を調べました。宮島は、自然が比較的よく残って
いる場所ですが、この「神様の島」ですら、私の調査
地の干潟は、後に埋め立てられました。
　１９７８年に東北大学大学院に進学し、５年間、青森市
郊外にある浅虫臨海実験所の寄宿舎に住み込んで、北
国の暮らしを経験しました。冬は寒くて暗い毎日でし
たが、春の美しさは実にすばらしいものでした（海も山
も）。ここで、私は「ゴカイ」（環形動物多毛類）と出会
いました。これまであまり研究されていないゴカイ類
を使って、動物発生学の研究を進めること、これが私
に下さった先生のテーマでした。最初からゴカイに愛
着があったわけではありませんが、何事も、いろいろ
調べてゆくうちに、だんだんと面白くなってゆくもの
です。
　１９８３年に南国の鹿児島大学に赴任しました。その
数年後、「公害の原点」の水俣を訪問し、また、原田正
純先生の著書を読み、大きな衝撃を受けました。１９９０
年には私の所属する「環境生物学講座」の４日間にわ
たる特別講義に原田正純先生（当時は熊本大学医学部）を
お招きすることができました。「環境汚染の被害は、
まず弱いものから現れる。人間よりはるかに弱い生態
系の中の小さな生きものたちをしっかり見てほしい」
という生物学徒に向けられた先生のお言葉に、私は大
いに励まされました。
　それから４年後、１９９４年春、私は、有明海最奥部に
位置する諫早湾を初めて訪れました。７ｋｍの堤防で
湾を閉め切るという未曾有の大規模干拓事業が１９８９
年に着工されていました。有明海の干潟は日本最大で
すが、ゴカイ類については、まだほとんど研究されて

いませんでした。また、魚介類の産卵保育の場として、
また湾の富栄養化を抑制する水質浄化の場としての干
潟生態系の価値がとても過小に評価されていました。
　潮が引くと、泥干潟が水平線のかなたまで広がりま
す。地元の人が「ガタ」と呼ぶその泥を手に取ると、
ふんわりと柔らかく、ソフトクリームのような心地よ
さでした。実に壮大で美しい泥干潟でした。歩くのも
ままならない軟らかさなので、調査は、陸のすぐ近く
に限られましたが、それでも、泥の中から、さまざま
な貝類、カニ類、ゴカイ類などが見つかりました。そ
の豊かな世界は、幼少期の記憶にかすかに残る瀬戸内
海の元の姿に通じると思いました。私は、ここに通い、
宝探しのように、夢中で泥を掘り返し、ゴカイを採集
しました。秋には、特産の塩生植物シチメンソウが美
しく紅葉しました。寒い冬の調査では、冬の風物詩
だった「カキ小屋」に寄るのが楽しみでした。たき火
にあたりながら、泥干潟に生息する特産カキ（シカメガ
キ）を焼いて食べるのです。普通のマガキよりも小さ
いですが、はるかに美味でした。
　しかし、その間にも、湾を閉め切る堤防工事が進み、
ついに、１９９７年４月、湾が完全に閉め切られました。
おびただしい干潟生物が、調査不十分のまま、全滅し
ました。
　遅きに失しましたが、私は、ここで、「有明海特産」
のゴカイを発見しました。その種（アリアケカワゴカイ）
は、諫早湾の泥干潟では一番個体数が多い優占種でし
た。諫早湾では全滅しましたが、閉め切り堤防の外側
（佐賀県沿岸）にまだ生き残っています。その後の調査
によって、このゴカイがかつては瀬戸内海や伊勢湾に
も生息していたことがわかりました。幸運にも、岡山
県児島湾と名古屋の熱田神社前の干潟から採集された
１００年以上も前の標本が博物館に残っていたのです。
　有明海、不知火海、そして瀬戸内海西部（周防灘）は、
日本中で生息場所を奪われた多くの絶滅危惧種が今な
お生き残っているかけがえのない場所です。その中で
も、諫早湾はとりわけ重要な場所でした。裁判での画
期的な判決に従って、一刻も早く、諫早湾の閉め切り
堤防内に海水を入れて潮汐を戻し、干潟を生き返らせ
るべきだと思います。堤防の外に「特産種」が生き
残っているうちは、そこで生まれた幼生が潮に乗って
入ってくるので、まだ復元可能です。
　世界でもまれにみる内海の豊かさは、古来、日本人
の生活を大きく支えてきました。ゴカイを知るという
ことは、その内海の豊かさを支えるたくさんの「縁の
下の力持ち」の小さな生きものたちの存在に気づくと
いうことだと思います。

《 客員研究員報告 》

ゴカイの研究から見えること

佐 藤 正 典鹿児島大学大学院理工学研究科教授
（水俣学研究センター客員研究員）



水俣学通信 第２５号　２０１１．１０．１

（報告）長島町（旧東町）の水俣病　５

　旧東町は、鹿児島県最北端に位置し、熊本県牛深・

御所浦島まで船で２０～３０分の距離にある。２００６年３月

２０日に隣町の長島町と合併し、現在は、鹿児島県出水

郡長島町となっている。長島町の人口は、１万１千人
（２０１０年度）、長島本島、伊唐島、諸浦島、獅子島を中心

にほか大小２３の島々が点在している。昭和４９年に阿久

根市と長島町を結ぶ黒之瀬戸大橋が架かるまでは離島

であった。その後、長島本島と伊唐島を結ぶ伊唐大橋、

諸浦島には、乳之瀬橋、竹島大橋が作られ、現在は獅

子島だけが離島で、諸浦港と片側港で往来しており海

路での移動が中心となっている。

　旧東町は平成７年熊本県の資料によると８８名が水俣

病と認定されており、そのうち８０名が獅子島、１名が

伊唐島、その他７名となっている（水俣病門答集平成７年

４月熊本県水俣病相談事務所１００ｐ）。不知火海沿岸の島で

あるにもかかわらず、獅子島以外は、少数しか認定さ

れていない地域である。しかし、関西訴訟原告団長川

上氏の妻が長島町獅子島出身で水俣病として２０１１年６

月に認定されていることからわかるように、認定され

ないままの水俣病被害者が多数存在する地域である。

にもかかわらず旧東町でも、特に長島本島の水俣病被

害実態はほとんどわかっていないため、水俣病発生時

期の生活状況など聞き取り調査を行った。

　昭和３４年生まれのＯ氏（男性、５２歳）は、旧東町梅ノ

木山で生まれ昭和４３年ころ（９歳）まで生活していた。

原田医師から胎児性水俣病と診断され、認定申請した

が棄却処分を受けている。脳性小児まひと言われ、障

害者手帳１級を持っている。現在熊本地方裁判所で

国・県・チッソを被告に裁判をしている。Ｏ氏の両親

はすでに亡くなっているが、母親は医療手帳、兄２人

は保健手帳対象者である。

　現在、旧東町梅ノ木山に住み、昭和３４年ころより約

２５年間魚の行商を営んでいたＴ氏に当時の様子をうか

がった。昭和４７か４８年ころテレビや新聞で水俣病が出

て、その影響で魚が仕入れた値段で売れなくなり、魚

をさばききれなくなり行商をやめたそうだ。Ｔ氏は、

「水俣病が最初に発症したのは水俣の茂道」と話され

たが、よく聞くとそれは裁判が始まったころ新聞、テ

レビで水俣病が報道された時期であった。つまり、そ

れまでこの地域では水俣病は意識されなかったようで

あった。また、Ｔ氏は１９９５年医療手帳対象者となった

が、当時

でも、村

八分の一

歩手前と

いう感じ

であった

ため、手

帳などを

もらって

も言えな

い状況だったと話してくれた。

　Ｏ氏の隣に住むＫ氏（５４歳）は、「当時は、魚が主食、

どこも自給自足で子どもも自分たちで鉾や水鉄砲など

の道具やいかだを作って、魚をもぐって突いてとった

り、釣ったり、ビナをとって食べていた。船も当時は、

手漕ぎだったから、漕いで魚を釣りに行っていた。ク

サビ、ガラカブ、トラリス、アオサなどを食べていた」

と話してくれた。また、この地域の被害者に関して、

「この地域（梅ノ木山）のほとんどの人が手帳（２０１０年特

措法による被害者手帳）をもらっている」と話すように最

近になって水俣病の被害に対して申請をする人が増え

ていることが分かった。

　また、水俣と同じように魚が水面に浮いていたのを

見た、とって食べたという話が３人の人から出てきた。

やはり、長島の周辺でも水俣病にみられるような状況

があったことが明らかになった。

　旧東町で「東町郷土史」編纂事務局をしていたＡ氏

からは、長島本島でも旧東町は、海側で田んぼがなく、

旧長島町側に住む田畑をたくさん持っている「だんな

さん」のところで小作農をしていた人も多かったとい

う。山を開いて芋を作ったりもしていたそうだ。海側

に住む人たちはそのだんなさんに魚を持っていったり、

魚釣りに呼んだりしていたそうだ。Ｏ氏の母親も時々

魚を持ってきてくれていたそうだ。旧東町の海側は、

田んぼはなかったが魚介類が豊富で、魚介類が中心の

食生活であったことが、Ａ氏の話からもよくわかる。

　これまでの調査で旧東町においても水俣病の被害が

あることが明らかになった。今後も調査を継続し、被

害の実態を明らかにしたい。

《 報 告 》

長島町（旧  東  町）の水俣病
あずま

田 � 雅 美水俣学研究センター研究助手

Ｔ氏が実際に行商で使用していた魚を入れる容器
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６　（こぼれ話）浮世絵と読本の中の水俣

　江戸時代の浮世絵に水俣が描かれている、といえば

驚かれるかもしれないが、描いたのは江戸末期の絵師、

歌川国芳である。作品は「肥後国水俣の海上にて為朝

難風に遇う」と題され天保中期に売り出された。

　実は、国芳はこの図を北斎の図から借りている。滝

沢馬琴の読本「椿説弓張月」に為朝が木原山を下りて

水俣の浦から出帆する物語が描かれており、その挿絵

を北斎が描いている。国芳は墨刷りの北斎の挿絵から

題を取り、多色刷りの浮世絵としたのである。

　保元の乱で崇徳院につき、敗れた源鎮西八郎為朝は

伊豆大島に流されその地で果てるが、伝説では為朝が

生きてこの島を脱出し全国に足跡を残したことになっ

ている。滝沢馬琴は、為朝が益城郡木原山（雁回山）に

潜み、やがて水俣の浦より平清盛打倒の兵を挙げるべ

く出帆するという物語を作り上げた。

　水滸外伝に着想を得て、波瀾万丈／荒唐無稽の為朝

英雄物語に仕立て上げられた「椿説弓張月」では、安

元２年（１１７６年）８月１５日葦北郡水俣の浦から為朝がわ

ずかな手勢を率いて出帆するおり、水俣の浜村の漁夫

達が為朝を慕って見送る姿を描いている。この挿絵を

描いたのが葛飾北斎なのである。

　馬琴は、不知火の海を次のように描いた。

　「日ははや入りはてて、月は海よりさし昇り、頃しも

秋の最中なれば、金波苫を漏り、玉兎浪を走り、汐風

いとど冷ややかなり」（やがて夜となり、仲秋の名月が波を

映し、苫舟（茅で編んだむしろの屋根のついた舟）にその光が差

し入り、玉兎（月の兎）が波を走るほど静かな海で、潮風も冷や

やかであった。）これは現在でも通ずる穏やかな不知火

の海を描きだすものであろう。

　やがて大嵐が起きこの舟は波にのまれんとする。北

斎はその光景を描きそれを模倣したのがここに掲載し

た国芳の絵である。

　為朝の舟は大波に流されやがて琉球の佐敷（沖縄県南

部の島尻）にたどり着き、琉球王国物語が始まる。

　ところで、馬琴は水俣の地を訪れた事はない。肥後

国誌や和漢三才図会をはじめ当時の書物を渉猟して描

き出したもので、全くの想像の産物であり、史実の根

拠はない。水俣には為朝を祀る為朝神社があるが、そ

の話はまた別の機会に。 （Ｈ）

《 こぼれ話 》

浮世絵と読本の中の水俣

歌川国芳　水俣の海上にて為朝難風に遇う（『国芳妖怪百景の図』）

葛飾北斎　為朝を惜しむ水俣の浦の漁夫
 （『椿説弓張月』岩波書店、上巻４０８ページ） 
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第１０期 水俣学講義プログラム／第８期 公開講座「地域をつくる」　７

� 第１０期 水俣学講義プログラム �
（毎週木曜日 午後１時～２時３０分 １１６３教室）

講義時間中インターネットにてライブ中継を行います。
水俣学センターHPトップページからご覧ください。　

����������������

　水俣では、水俣病問題の解決とともに、地域の復

興・再生が大きな課題となっています。現在われわれ

は、企業業務誘致型の外発的地域振興の帰結に直面し

ているわけですが、その教訓を生かし、これから地域

をどうつくっていくかを皆さんとともに考えていきた

いと今回の講座を企画しました。講師はこの分野で実

績を蓄積されてきている方々ですので、多様な発想と

事例に触れる機会になるのではと期待しています。

○開催日：２０１１年１０月４日～１１月１日　毎週火曜　

○時　間：１８：３０～２０：３０

○場　所：水俣市公民館第１研修室

○後　援：水俣市

 （聴講無料）

第１回　１０月４日

　　　　「やる気を起こせば、必ず奇跡が起きる」

　　　　豊重哲郎（鹿屋市串良町　柳谷自治公民館長）

第２回　１０月１１日

　　　　「自然エネルギーでまちおこし」

　　　　中越武義（高知県梼原町　前町長）

第３回　１０月１８日　

「「学習と交流」 で地域をつくる～九州ツー

リズム大学・地域づくりインターン事業～」

江藤訓重（熊本ツーリズムコンソシアム会長）

第４回　１０月２５日

「希望のチカラ」

玄田有史（東京大学社会科学研究所教授）

第５回　１１月１日

「近年の地域づくりの動向」

丸山定巳（熊本学園大学教授／水俣学研究セン

ター研究員）
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１ ． ９月２２日　「水俣学：最初の一歩」

　　　　　　　花田昌宣（熊本学園大教授／水俣学研究

センター長）

２ ． ９月２９日　「水俣病補償・救済と地域社会」

　　　　　　　丸山定巳（熊本学園大教授／水俣学研究

センター）

３ ． １０月６日　「胎児性水俣病」

　　　　　　　原田正純（水俣学研究センター顧問）

４ ． １０月１３日　「水俣病を通してジャーナリズムを考

える」

　　　　　　　牧口敏孝（元熊本放送報道部）

５ ．１０月２０日　「東日本大震災と福島原発事故」

　　　　　　　中地重晴（熊本学園大教授／水俣学研究

センター）

６ ． １１月１０日　「世界の水銀汚染」

　　　　　　　原田正純（水俣学研究センター顧問）

７ ．１１月１７日　「雨にも負けず、風にも負けず～これ

が私の生きる道（仮）」

　　　　　　　坂本美代子（チッソ水俣病関西訴訟勝訴原

告 行政認定未補償協定患者）

８ ． １１月２４日　「教育と水俣病（私にとっての水俣病）」

　　　　　　　広瀬武（水俣芦北退職教職員等協議会、

元小学校教師）

９ ．１２月１日　「私の水俣病（仮）」

　　　　　　　緒方正実（水俣市立水俣病資料館語り部）

１０ ． １２月８日　「水俣病といのち」

　　　　　　　最首悟（和光大学名誉教授）

１１ ． １２月１５日　「福祉の原点 人間の尊厳～水俣から学

んだこと～」

　　　　　　　松岡洋之助（元ＮＨＫチーフディレクター）

１２ ． １２月２２日　「水俣（病）に学び、未来を想う（仮）」

　　　　　　　森枝敏郎（前熊本県健康福祉部長、元熊

本県水俣振興推進室長）

１３ ． １月５日　「水俣病と疫学―命のつながりを目指

して―」

　　　　　　　頼藤貴志（岡山大学大学院医歯薬学部総

合研究科／水俣学研究セン

ター客員研究員）

１４ ． １月１９日　「公害被害／社会的困難を抱える地域

の再構築とその評価について」

　　　　　　　宮北隆志（熊本学園大教授／水俣学現地

研究センター長）
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８　新日本窒素労働組合機関紙『さいれん』復刻版刊行のお知らせ／水俣学研究センター日録
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４月
４日　　　ゼロ・ウェイスト円卓会議：宮北・藤本（水俣）

５日　　　健康・医療・福祉相談：下地（水俣）

６日　　　水俣・芦北公害研究サークル例会：花田・田

�（水俣）

１０日　　　胎児性世代の被害に関するＷＧ：花田・田�

  （熊本）

１１日　　　水俣・芦北地域戦略プラットフォーム第２２回

課題検討会：宮北・花田・藤本・井上・田�

  （水俣）

１４日　　　アナウンサー研修水俣案内：田�（水俣）

１６～１７日　被災地視察：花田（岩手・宮城・福島県）

１８日　　　ゼロ・ウェイスト円卓会議：宮北・藤本（水俣）

２２～２３日　京都大学　水俣案内：宮北（水俣）

２４日　　　鶴田医師調査に同行：田�（水俣・芦北）

２６～２７日　長島調査：田�・山下・阿南・永野（長島）

３０日　　　「水俣から福島へ　原発事故と水俣病事件を

考える集い」原田・花田報告：宮北・井上・

田�（水俣）

５月
１日　　　水俣病慰霊祭：原田・花田・井上・田�（水俣）

８日　　　第１２回公開セミナー「自立した水俣芦北地域

を考える集い」（水俣：炭谷茂元環境次官講演）

１０日　　　第１３回公開セミナー「福島原発で起きているこ

と―放射能汚染と付き合う社会の到来」（水俣）

１１日　　　第１４回公開セミナー「福島原発で起きているこ

と―放射能汚染と付き合う社会の到来」（大学）

１４～１６日　大学院特別講義（佐藤先生）：花田・宮北・藤

本・丸山・田�・井上（水俣）

１７日　　　胎児性世代の被害に関するＷＧ：花田（水俣）

１８日　　　ＭＰＴ会議：丸山・花田・宮北・中地・藤本

  （大学）

２３日　　　水俣・芦北地域戦略プラットフォーム第２３回

課題検討会：宮北・藤本（水俣）

２４日　　　健康・医療・福祉相談：下地（水俣）

２８日　　　平成２３年度水俣学研究センター総会

６月
４日　　　日弁連「水俣病特別措置法の在り方を考える

シンポジウム」に参加：井上・田�（東京）

５日　　　「フランスの社会的企業」報告：花田（大阪）

６日　　　ゼロ・ウェイスト円卓会議：宮北・藤本（水俣）

８～１０日　東北大震災被災地調査：花田

９～１３日　台湾・成功大学シンポジウム「環境ガバナン

ス」報告：宮北（台湾）

１４日　　　健康・医療・福祉相談：下地（水俣）

１５日　　　科研費説明会：丸山・田�（大学）

２３日　　　水俣・芦北公害研究サークル研究会：花田・

田�（水俣）

２５?２６日　福祉環境学入門水俣現地研修

２７～３０日　女島調査：井上・田�

２８日　　　胎児性世代の被害に関するＷＧ：花田（水俣）

　

　「被害者がつながり闘っていかないと何も変わらない」

と坂本フジエさんが話される。力強いと思うとともに被

害者が頑張らなくても安心して暮らせる社会をと切に願

う。 （Ｍ・Ｔ）

編 集 後 記

��������	
�

��������	
�����������������

監修：花田昌宣・山本尚友

第２回配本「企業合理化と

安定賃金争議」１９６１．７～

１９６３．８

　２００９年度、新日本窒素労働組合の資料展を全国および水俣

で開催し、労組の機関紙に対する反響が大きく、労組ＯＢ、

柏書房の協力を得てほぼ完全な状態で復刻することができま

した。今回は第２回「企業合理化と安定賃金争議」１９６１．７～

１９６３．８が記載された貴重な資料です。

〈配本計画〉

第１回：組合結成と身分制撤廃闘争 ２０１０年１２月刊行

第２回：企業合理化と安定賃金争議 ２０１１年６月刊行

第３回：長期抵抗闘争と水俣病への目覚め

　　　　２０１１年１２月刊行予定

第４回：水俣病裁判への本格的関わり

　　　　２０１２年６月刊行予定

第５回：チッソの逃走をゆるさない

　　　　２０１２年１２月刊行予定

〈定　価〉

１回毎１９９,５００円。分売不可。

〈取扱店〉

紀伊国屋書店熊本営業所　?０９６－３２２－５６６６
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